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鉄道分野における取組

カスハラの主な事例

・ 車内検札時、未発売の座席に着席しているお客様に特急券の確
認を求めたところ、「俺が持ってたら、どうするんだよ！」と怒鳴られた。

別の座席の特急券をお持ちだったので、座席の移動、変更を提
案しようと思っている最中、「お前、俺が特急券持っていないと思って
いただろう！死ね！二度と利用しない！」との暴言を吐かれた。

・ 最終列車において、降車したい駅を通り過ぎて終点の駅まで来て
しまったお客さまから「どうすればいいのか、タクシー代金を調べろ」と強
い口調で要求された。お調べしている間も「まだか」「遅い」「使えん
奴やのー」とプレッシャーをかけられ続け、年齢や出身地、友人の有
無などを聞かれ侮辱された。

警察到着までの間、20分程度、同様の言動を繰り返し「駅員の
態度が気に食わない」と言いはじめ、「表に出ろ」と強要されたが出な
かった。

警察到着後も、タクシーに乗車するまで約2時間、駅内外での大
きな声を出し続けたため、駅の営業終了が大幅に遅れた。

○ カスタマーハラスメント（カスハラ）への対策による従業員の安全を守ることは、担い手や輸送の安全の確保の観点から重要であり、

近年でも、カスハラの防止に関する意識が高まっているところ。

○ 鉄道においては、鉄道事業者との間で毎年開催している「迷惑行為に関する連絡会議」を活用して把握したところによると、令和４

年度の発生件数は1,124件。

○ 鉄道業界では、令和５年12月、日本民営鉄道協会において、カスタマーハラスメントに該当する顧客からの著しい迷惑行為により、

鉄道係員の就業環境が害されないよう、「民営鉄道業界におけるカスタマーハラスメントに対する基本方針」を策定。

また、令和６年４月、JR東日本において「JR 東日本グループカスタマーハラスメントに対する方針」を策定。

鉄道業界における取組

（日本民営鉄道協会の取組） （JR東日本の取組）
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自動車分野（バス・タクシー）における取組 （①国の取組）

（出典）厚生労働省雇用環境・均等局「｢カスタマーハラスメント対策企業マニュアル｣等を作成しました！」（令和4年2月25日）
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24067.html

国土交通省自動車局旅客課「バス、タクシーなどの車内における乗務員等の氏名表示がなくなります！」（令和5年8月1日）
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000590.html

○ 厚生労働省が中心となって設置された「関係省庁連携会議」における、カスタマーハラスメントを防止する対策のあり方につ

いての議論を踏まえ、令和４年２月に分野横断的なマニュアルやポスターの策定・周知を実施。

○ バス・タクシーの乗務員等が安心して働くための環境整備や旅客に対する適切な情報提供等の観点から、氏名・写真等

の掲示を廃止。（令和５年８月）

カスハラ対策企業マニュアル・ポスター 氏名掲示義務の廃止

【タクシー乗務員証】

乗務員等の氏名の
掲示を廃止
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自動車分野（バス・タクシー）における取組 （②業界・事業者の取組）

○ 日本バス協会では、厚生労働省作成の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」（令和４年２月）に基づき、「バス

事業のカスタマーハラスメントに対する基本方針」を策定。（令和６年９月）

○ 併せて、カスタマーハラスメントの防止に向けた啓発ポスターを作成。 （令和６年９月、12月）順次、車内や案内所等

に掲出予定。

○ タクシー業界においては、事業者単位でカスタマーハラスメントに対する考え方を明示している例がある。

バス業界における取組

（出典）公益社団法人 日本バス協会「バス業界のカスタマーハラスメントに対する基本方針を作成しました」（令和6年9月20日）
https://www.bus.or.jp/cms/wp-content/uploads/2024/09/R6.9.20_customer_harassment_policy.pdf

公益社団法人 日本バス協会「バス業界のカスタマーハラスメントに対する基本方針を作成しました」（令和6年12月25日）
https://www.bus.or.jp/cms/wp-content/uploads/2024/12/press-release220241225.pdf

日本交通株式会社「カスタマーハラスメントへの対応に関する基本方針」
https://www.nihon-kotsu.co.jp/clause/customer-harassment-policy/

【第１弾啓発ポスター】 【第２弾啓発ポスター】

日本交通株式会社（タクシー）では、従業員
が安全・安心に勤務できるような就業環境の維
持改善に向けて、カスハラの基本方針を策定。

タクシー業界における取組
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1.8件/月

今般「働きかけ」「要請」「勧告」の対象となった荷主等についてはフォローアップを継続し、改善が図られない場合は
更なる法的措置の実施も含め厳正に対処。

⚫ 「物流革新に向けた政策パッケージ」（令和5年6月）に基づき、全国162名体制の 「トラックＧメン」 を設置（令和5年7月）。

関係省庁と連携して、悪質な荷主・元請事業者に対し、貨物自動車運送事業法に基づく「働きかけ」や「要請」を実施。

⚫ 令和５年11月・12月を「集中監視月間」と位置づけて取組を強化し、初めての「勧告」（2件）を実施（令和6年1月26日）したほか、 
「働きかけ」（47件）、「要請」（164件）による是正指導を徹底。

⚫ 令和6年11月には、物流産業全体の取引適正化を進めるため、トラックＧメンを「トラック・物流Gメン」へ改組し、本省・地方運輸局
等の物流担当部署の職員と、各都道府県のトラック協会が新たに設ける「Gメン調査員」を加えた総勢360名規模に体制を拡充。

トラック・物流Gメンの活動実績

＜月当たりの「働きかけ」「要請」「勧告」平均実施件数＞

57件/月

106.5件/月

うち要請82件/月、
勧告 1件/月

R1.7～R5.7.20 R5.7.21～R5.10 R5.11～R5.12
【集中監視月間】

主な違反原因行為

⚫勧告 ：

⚫要請 ：

⚫働きかけ：

⚫長時間の荷待ち（52％）
⚫契約にない附帯業務（17％）
⚫運賃・料金の不当な据置き（15％）
⚫無理な運送依頼（8％）
⚫過積載運送の指示・容認（5％）
⚫異常気象時の運送依頼（3％）

2件（荷主1、元請1件）

176件（荷主90、元請81、その他5）

955件（荷主638、元請295、その他22）

⇒ 計1,133件の法的措置を実施

トラックGメン設置
（R5.7.21）

R6.1～R6.10

65.8件/月

働きかけ等の累計実施件数

〇トラック・物流Ｇメンによる荷主等への是正指導の取組結果

自動車分野（トラック・物流）における取組
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自動車分野（トラック・物流）における取組

〈ブロック別働きかけ・要請・勧告実施件数〉

沖縄総合事務局

要請：0
働きかけ：5

北海道運輸局

要請：4
働きかけ：32

東北運輸局

要請： 4
働きかけ：32

関東運輸局

勧告：  2
要請： 92

働きかけ：406

中部運輸局

要請：16
働きかけ：97

近畿運輸局

要請：32
働きかけ：123

北陸信越運輸局

要請： 5
働きかけ：64

中国運輸局

要請： 6
働きかけ：58

四国運輸局

要請： 10
働きかけ：51

九州運輸局

要請： 7
働きかけ：87

トラックドライバーへのヒアリ
ング（全国）

トラック事業者に対する
電話調査や訪問調査（全国）

トラック事業者・荷主に対する説明会、
トラックGメンのチラシ配布（全国）

オンライン説明会の模様

荷主へのパトロール
(荷待ち状況の現地確認等)（全国）

トラックターミナル

高速SA、PA

〇トラック・物流Ｇメンの活動（令和６年１０月末時点）
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海事分野（旅客船）における取組

（出典）厚生労働省雇用環境・均等局「｢カスタマーハラスメント対策企業マニュアル｣等を作成しました！」（令和4年2月25日）
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24067.html

○ 第４回顧客等からの著しい迷惑行為の防止対策の推進に係る関係省庁連携会議（令和４年２月）

にて策定された、「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」等について周知。（令和４年３月）

○ 厚生労働省にて実施している「カスタマーハラスメント対策企業向け研修会」について周知。（令和４年

８月）

※上記は、業界団体（日本外航客船協会、日本旅客船協会）を通じて傘下の事業者へ周知。

○ 今後も、旅客船におけるカスタマーハラスメント対策について、適宜周知を行う。

＜マニュアル＞ ＜リーフレット＞ ＜ポスター＞
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海事分野（内航貨物船）における取組
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航空分野における取組

【共通】

• 厚生労働省が作成した｢カスタマーハラスメント対策企業マニュアル｣や啓発ポスターの周知。

• 事業者や業界団体を通じた実態把握。

【航空会社・空港会社等】

• カスタマーハラスメントに対する方針の策定・公表

• 対応マニュアルの作成

• 社員向けのカスハラセミナーの実施

• 人事労務部門やメンタルヘルス管理部門との連携

• 業界全体への共有、他業界・他企業・自治体からの講演依頼対応

【グランドハンドリング】

• 空港グランドハンドリング協会において、日本カスタマーハラスメント対応協会と連携し、会員事業者の
従業員を対象とした「カスタマーハラスメントに関する実態調査」を令和6年6～7月に実施し、調査結
果報告書を同年12月に公表。

• 当該実態調査の結果を踏まえ、令和6年度中にガイドラインを作成する予定。

（参考）

航空法では、「航空機の安全を害し、他の旅客等若しくは財産に危害を及ぼし、当該航空機内の秩序を
乱し、又は航空機内の規律に違反する行為」を「安全阻害行為等」としてこれを禁止（第73条の3）。ま
た、当該行為を行う者に対しては、機長が拘束や降機等の措置をとることができるようにしている。
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⚫ 書面の電子化やITを活用した説明等を可能とする規定等の整備
⚫ 理事会・総会をWEB会議で開催する場合の機器の調達、貸与及び設置に関する業務範囲や費用負担の明確化

⚫ カスタマーハラスメントへの対応に関する規定等の整備
⚫ 管理員・清掃員の計画的な休暇、やむを得ず勤務できない場合の休暇、勤務時間外の対応の明確化

⚫ マンション内で、感染症の流行により組合員等の共同生活に影響を及ぼすおそれがある場合や、組合員等に認知症の兆候がみられ、管理事務
の適正な遂行等に影響を及ぼすおそれがあると認められる場合等に、協議により相手方への通知事項の対象としうることや、通知を受けた際の
対応をコメントに記載

⚫ 孤立死（孤独死）等、専有部分における事件・事故の際の対応についてコメントに記載

⚫ （逗子のマンション法面崩落事案を踏まえ）管理業者の受託する管理業務の範囲が明確に規定されるよう、契約締結に際し、その内容を双
方が明示的に確認すべきことをコメントに記載

⚫ 個人情報保護等に関する規定の充実
⚫ 宅地建物取引業者等への提供・開示事項の拡充（長期修繕計画等の写しの提供、点検・検査・調査の有無、管理員業務や清掃の内容

等の開示）

○書面の電子化及びＩＴ総会・理事会等ＤＸへの対応

○担い手確保・働き方改革に関する対応
（カスタマーハラスメント、管理員・清掃員の休暇取得等）

○マンション管理業の事業環境の変化（居住者の高齢化、感染症のまん延等）への対応

○その他

マンション管理業における取組

⚫ マンションの管理組合とマンション管理業者の間で管理委託契約を締結する際のひな形として、国土交通省が策定。

⚫ マンション管理業を取り巻く環境の変化や業界からの要望を踏まえ、令和４年12月から令和５年６月までにおいて計３回、有識者委員で構
成する検討会を開催し、見直しを議論。

⚫ 令和５年９月、IT活用に関する規定の見直し、担い手確保・働き方改革に関する規定の追加、居住者の高齢化や感染症のまん延等のマン
ション管理業を取り巻く環境の変化に対応した規定の追加等を含む、平成30年以来の全般的な改訂を実施。

改訂の主な内容

〇マンション標準管理委託契約書及び同コメントの改訂（令和５年９月）
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• カスタマーハラスメントに該当しうる行為を例示
• マンション管理業者・管理組合双方がハラスメントに該当する言動を
行わないよう誠実に対応することを明記 等



建設業における取組

不適当な取引行為に対して改善指導等を実施し、取引を適正化

◆ 個々の請負契約における労務費の見積額や価格交渉の実態など、建設業法第４０条の４の規定に基づき、建設Gメンが
建設工事の請負契約に係る取引実態を実地で調査し、改善指導等を通じて、取引の適正化を推進。

※建設Ｇメンの体制強化：令和５年度７２名 → 令和６年度１３５名

違反情報の収集

○下請取引等実態調査
建設工事における下請取引の適正化を図るため、毎年調査を実施
令和６年に調査対象業者数を3万業者に大幅拡大し、違反疑義情報を把握

○駆け込みホットライン
各地方整備局等に設置された「建設業法令遵守推進本部」の通報窓口
建設業法違反の通報を受け付け、違反疑義情報を把握する

○ 請負代金（労務費関係）
• 注文者が受注者の提出した見積額に対して労務費の大幅な減額を求めるなど不適正な見積変更依頼をしていないか
• 注文者が、指値発注や一方的な請負代金の減額をしていないか、請負代金が不当に低くなっていないか
• 注文者及び受注者のそれぞれにおいて、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」（令和５年１１月29日内閣官房、公正取引委員会）に示された
12の行動指針に基づいた取組がとられているか

• 労務費が標準労務費に照らして妥当か など

○  工期／下請代金
• 資材高騰等により工期又は請負代金に影響が生じるおそれがあるときは、受注者は注文者に対して、契約締結前に必要な情報を通知したか
• 工期設定の際の「工期に関する基準」の考慮状況、設定された工期による時間外労働の状況
• 資材高騰等が発生した場合、受注者は注文者に工期又は請負代金の変更協議を申し出たか。注文者は誠実に協議に応じたか
• 下請代金のうち労務費相当分を現金で支払っているか
• 下請代金の支払に手形を利用している場合、「割引困難な手形」となっていないか ※発注者の手形期間等も調査

主な調査項目

〇建設Gメンによる監視体制の強化（改正法の実効性確保）

10


	スライド 0: 国土交通省における カスタマーハラスメント対策の主な取組について
	スライド 1: 鉄道分野における取組
	スライド 2: 自動車分野（バス・タクシー）における取組　（①国の取組）
	スライド 3: 自動車分野（バス・タクシー）における取組　（②業界・事業者の取組）
	スライド 4: 自動車分野（トラック・物流）における取組
	スライド 5: 自動車分野（トラック・物流）における取組
	スライド 6: 海事分野（旅客船）における取組
	スライド 7: 海事分野（内航貨物船）における取組
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10: 建設業における取組

